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12 月は「人権月間」です。人権とは、すべての人が幸せに生きるために持っている大切

な権利です。学校だけでなく、家庭でも人権を尊重する心を育てることができます。今回は、

保護者の皆さまに向けて、家庭でできる取組のヒントをご紹介します。 
 

1. 子どもの気持ちを「まず聞く」 

忙しい毎日の中で、子どもの話を最後ま

で聞くことは簡単ではありません。でも、「聞

いてもらえた」という経験は、子どもの心を

安心させ、人権を尊重されていると感じる大

切な瞬間です。「どうしたの？」「教えてくれ

てありがとう」そんな言葉が、子どもの自己

肯定感を育てます。 

2. 言葉の力を見直そう 

「ありがとう」「ごめんね」「うれしいよ」な

ど、気持ちを伝える言葉は、人を大切にする

心を育てます。家庭でのちょっとした声かけ

が、子どもの人権意識を支える第一歩です。 

3. ネット・SNSでの人権意識 

ネット上での誹謗中傷や個人情報の流

出は、子どもの人権を脅かします。「本名や

顔写真は載せない」「困ったらすぐ相談」な

ど、家庭で話し合ってルールを決めましょう。

親子で一緒に考えることが、安心につなが

ります。 

4. 違いを認める会話を 

「どうして違うのかな？」と問いかけること

で、子どもは多様性を自然に受け入れます。

食べ物や趣味の違いなど、身近な話題から

始めてみましょう。「みんなちがって、みんな

いい」そんな価値観を、家庭から広げていき

ましょう。 

5. 子どもの権利を知っていますか？ 

国連の「子どもの権利条約」には、遊ぶ権

利、学ぶ権利、守られる権利などがあります。

「当たり前」だと思っているこ

とが、実はとても大切な人権

だということを、家庭でも話

題にしてみてください。 
 

人権を守ることは、特別なことではありません。日々の小さな言葉や態度が、子どもの心

に「自分も、相手も大切にする」気持ちを育てます。ぜひ、家庭でも人権について話し合う時

間をつくってみてください。 

 

 

 

 

 
 

 

ふれあい
令和７年１２月３日

京都市立第三錦林小学校
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人権月間に寄せて～家庭でできること～

【成績週間について】 

１２月２日（火）～５日（金）

は成績週間です。期間中は５時間

授業とします。放課後まなび教室

については、通常通り実施しま

す。尚、５日は職員研修のため４

時間授業とします。 

【個人懇談会】 

 1５日（月）から１９日（金）の５日間で個人懇談会を行

います。すぐーるでの日程調整にご協力いただき、ありが

とうございました。改めて個別にご案内を配布するという

ことはいたしませんので、すぐーる上で日時を確認し、ご

予定ください。期間中は全学年特別５校時とし、１４時１

０分に下校します。放課後まなび教室も行いません。 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月 １日（月） クラブ ６年制服採寸 

２日（火）～５日（金） 成績週間 ※５時間授業（時刻は曜日によって異なる） 

２日（火） 保健の日 ４年びわこ疏水 

３日（水） ４年非行防止教室 ５年ケータイ教室 ６年給食試食・小中交流会 

４日（木） フッ化物 １年幼保小交流 

５日（金） ５・６年ジュニア京都検定 ※４時間授業（１３時２０分下校） 

８日（月） 人権の日 にこにこ遊び ALT 

９日（火） ALT たんぽぽ陶芸体験 

１０日（水） 銀行振替 読み聞かせ ALT ロング昼休み 5年食に関する指導 

１１日（木） フッ化物 

１２日（金） 4年茶道教室 

１５日（月）～１９日（金）個人懇談会 ※期間中は特別５校時（１４時１０分下校） 

１５日（月） 安全の日 

１６日（火） 読書の日 教職員健康診断 

１８日（木） フッ化物 PTA 

２４日（水） ２学期終業式 給食終了 ALT ※４時間授業（１３時２０分下校） 

２５日（木） 冬季休業開始（１月６日まで） 

２５日（木）～２６日（金） 授業予備日 

２６日（金）～１月４日（日） 学校閉鎖日 

冬季休業 １２月２５日（木）～１月６日（火） 

１月 行事予定 

１９日（月） にこにこ朝会 クラブ ＡＬＴ 

２０日（火） ＡＬＴ ６年科学センター学習 

２３日（金） 研究会の日 

２６日（月） 人権の日 にこにこ遊び 

２７日（火） 校内研（１－１） 

２８日（水） 避難訓練 学校運営協議会 

半日入学・入学説明会 

２９日（木） 児童会 

３０日（金） ６年演劇鑑賞教室 

７日（水）～１０日（金） 短縮授業期間 

 ７日（水） ３学期始業式 給食開始 

８日（木） 児童会 

９日（金） ＡＬＴ 

１２日（月） 成人の日 

１３日（火） 銀行振替 保健の日 

１４日（水） ロング昼休み ＰＴＡ 

１５日（木） 安全の日 委員会 

１６日（金） 読書の日  

行事予定 
１１月より２月末まで 

午後４時完全下校です。 

１２月分学校諸費振替日は、１０日（水）です。 

給食費、預り金等、学年でお知らせしている金額が振り替えられます。予め、

預金残高をお確かめいただき、前日までにご準備ください。 



 

 

１１月２８日（金）学習発表会を行いました。子どもたちは大勢の観客を前に緊張しながら

も、一生懸命声を出して、学習の成果を出し切ることができました。お忙しい中多くの方にご

参観いただき、ありがとうございました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習発表会 

5年生は合奏と合唱。ボディーパーカッションでは足踏みと手拍子と膝

だけを使って、リズムを奏でていました。 

１年生は動物園がテーマ。動物のお面をつけて、

「小さな世界」には手話をつけて歌いました。 

３年生はスクリーンに表れる四季の光景をバックに、「ちゃ

つみ」や「もみじ」など四季の音楽を歌ったり、合奏したり

しました。 

６年生は世界の音楽。フランスから始まり、アメリカ、イギリ

ス、ロシアなど、各国の音楽を合奏したり合唱したりしまし

た。「We are the world」は英語歌詞で歌いました。 

４年生は合奏と合唱。「Departure」の合奏では、先

生の指揮をよく見て、それぞれのパートが見事に重な

り、きれいなハーモニーになっていました。 

２年生は鍵盤ハーモニカの二重奏。打楽器や鉄琴も入れて、「ミッ

キーマウスマーチ」の合奏にも挑戦しました。 

たんぽぽ学級は打楽器の合奏。和太鼓や大太鼓、タ

ンバリンなどを曲に合わせて鳴らしました。10人と

は思えない迫力で、会場は熱気に包まれました。 

PTA コーラスからも２曲。「ありがとう」と

「ホールニューワールド」を歌われました。 



 

 

４年生が、伝統産

業ミュージアムに

行きました。京都

の伝統産業を紹介

する施設で、館内

には 70 品目を越える伝統産業が展示さ

れています。子ども達には職員さんの実

演コーナーが人気でした。目の前で実際

に金物細工をしてくださるのを、興味

津々で眺めながら、あれこれ質問してい

ました。 

４年生は国語科の学習で京都の伝統産

業について紹介します。自分はどの伝統

産業を選んで調べ

るのか、「あれもす

ごい。」「これも好

き。」と悩んでいる

様子が見られまし

た。京都には伝統産業がたくさんありま

す。自分たちの街で大切に受け継がれて

きた伝統を知る機会にしてほしいです。 

 

 

 ３年生はふれあいの学習で、自分たち

の住む地域について学んでいます。この

日は哲学の道保勝会の方をお招きし、哲

学の道についてお話しいただきました。

「これどこか分かる？」と取り出してく

ださった昔の写真。一面の畑が広がって

います。場所は現在の市営駐車場辺り、

昔は鹿ケ谷かぼち

ゃを育てる畑だっ

たそうです。有名

な京野菜の一つで

すが、「鹿ヶ谷」 

と名がつくくらいですから、この辺りの

名産品だったのですね。 

 

 

中庭の雑草抜き大会。校内をきれいに

しようと、環境美化委員会が企画しまし

た。各学級から代表の児童が参加し、ど

れだけ雑草が抜けるかを競いました。や

っている最中は夢中でしたが、終わって

からすっきりした中庭を見渡し、「きれ

いになったね。」「すっきりしたね。」など

と話していました。 

勝ち負けに関係

なく、みんなで過ご

す学校がきれいに

なると気持ちがい

いものです。本校の

中庭は広くて、雑草も虫もたくさん見つ

けられます。休み時間になると虫を探し

に低学年の子ども達がやって来ます。み

んなの中庭をこれからも大切にしてほ

しいです。 

て回ったり、どちらもお兄さん、お姉さ

んとして一生懸命がんばる姿が見ら 

川端警察署ス

クールサポータ

ーの方をお迎え

して、６年生を対

象に、薬物乱用防

止教室を行いました。最近違法薬物を手

に入れる手段として、多く使われている

のが SNS だそうです。そうした薬物に

手を出さないのはもちろんですが、SNS

で回ってくる情報にも気をつけるよう

お話がありました。 

スマホや携帯をはじめ、子ども達が

SNS に触れる機会が年々増えています。

誤った情報や危険な情報に惑わされな

いように、使い方には十分気をつけてほ

しいです。 

４年 伝統産業ミュージアム 

３年 哲学の道保勝会 

雑草抜き大会 

６年 薬物乱用防止教室 


